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産科医療補償制度の申請期限について 

～ 補償申請漏れを防ぐために ～ 
 

 

「産科医療補償制度」は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済

的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例

の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科

医療の質の向上を図ることを目的として、平成２１年 1月に制度を開始し、現在５年目

を迎えています。 

 

本制度の申請期限は児の満５歳の誕生日までであり、平成２１年生まれの児は平成２

６年より順次申請期限を迎えることとなります。一方、制度がまだ十分知られていない

ために申請されていないのではないか、など多くの意見がございます。 

このようなことから、本制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構で

は、補償の対象と考えられる児が満５歳の誕生日を過ぎたために補償を受けることがで

きなくなる事態を防ぐために、申請期限までに補償申請されるよう周知に取り組んでい

ます。 

 

以下のとおり、「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題して、

医療・福祉関係者向けのチラシを作成し、順次関係者に配布しております。 

 

本制度の周知についてご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、本制度の詳細につきましては、当機構ホームページをご参照ください。 
（http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/） 
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